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№

Plan Do Check Action

款 項 目 事業名 事業の目的 事業の概要 評価理由 今後の方針

1 3 2 3 130 4 5 5 B B B 維持

2 10 1 3 52 100 100 100 A A A 維持

3 10 4 1 1,783 39 40 15 B B B 維持

4 10 1 3 299 13,526 20,000 13,044 A B B 維持

5 3 2 3 500 759 - 700 D B B 廃止
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１－①
豊かな
人間
性の
基礎を
築く

湖西保育
士会運営
費補助金

　市内保育園及びこども園の
保育士等の資質向上と相互
の連絡並びに提携を図る事
業に対し、補助する。

　湖西保育士会が実施する事業（保育士等の資質向上のための研
修会及び食育に関する研修）に係る経費の1/2以内を補助する。た
だし、上限130,000円とする。

　保育士の資質向上及び相互の連携を図ることを目的として活動
する湖西保育士会へ助成した。

　会員数：110人
　会費：500円/人

　活動内容：総会、理事会、保育の質を高める研修会、講演会、実
技研修会、保育・食育実践報告会

　研修会及び
講演会の実
施回数

　保育ニーズが増大する中、保
育士の資質向上が図られ、質
の高い保育につながる。

　保育士会として保育士の資質向上に
取り組む必要がある。

幼児教
育課

１－①
豊かな
人間
性の
基礎を
築く

幼稚園研
究指定事
業

　幼児教育の質的な向上を
目指す。
　感性豊かな子を育むため、
また、親子の触れ合いの一
助とするために、童歌を活動
に積極的に導入する。

　幼児教育の質的な向上を目指し、公立幼稚園１園を研究園に指
定する。

　公立幼稚園全園を研究指定園とした「童歌導入推進事業」を展開
する。

　知波田幼稚園を指定園とし、研究に取り組んだ。また、全公立幼
稚園に「童歌導入推進事業」を展開し、童歌を活用した感性豊かな
子どもの育成に取り組んだ。

　歌った童謡・
童歌の曲数

　幼稚園教諭の資質向上及び
感性豊かな子どもの育成のた
めに必要。

　幼稚園教諭の資質向上及び感性豊
かな子どもの育成のために必要。

幼児教
育課

１－①
豊かな
人間
性の
基礎を
築く

就園奨励
事業

　幼稚園教育の普及に資す
るため、家庭の所得状況に
応じて私立幼稚園在園児保
護者の経済的負担を軽減す
るとともに、公立・私立幼稚園
間における保護者負担の格
差是正を図る。

　施設型給付を受けない私立幼稚園に就園する園児の保護者に
対して、保育料の減免を行う。

　

　園児の保護者の経済的負担の軽減、幼稚園教育の充実及び向
上を図ることを目的として、施設型給付を受けない私立幼稚園に就
園する園児の保護者に対して保育料の減免を行った。

　10園、15人、1,782,700円

　補助対象人
数

　国が進める幼児教育無償化
に向けた取り組みの段階的な
推進に基づくものである。

　子ども・子育て支援新制度創設(平成
27年)後３年を経過し、(就園奨励費の
対象となる)新制度に移行しない幼稚
園は同程度で推移すると考えられる。

幼児教
育課

１－①
豊かな
人間
性の
基礎を
築く

幼稚園親
子読書推
進事業

　子どもの言語力、表現力、
さらには豊かな感性や人間
性を育む。　

　幼稚園における情操教育の一環として、保育者の読み聞かせの
技能の向上、幼児の親子読書習慣の定着を目的として、絵本を購
入する。

　幼稚園における情操教育の一環として、保育者の読み聞かせ技
能の向上及び読書習慣の定着を目的として絵本を購入した。

　絵本の貸し
出し数（冊）

　子どもの言語力・表現力を養
うために必要。

　子どもの言語力・表現力を養うため
に必要。

幼児教
育課

１－①
豊かな
人間
性の
基礎を
築く

湖西市子
育て相談
事業

　民間保育園等において、地
域の子育て家庭に対する相
談、助言を行ったり、身近な
地域の育児や子育てに関す
る情報を提供する事業に対し
て事業委託料(100千円×５
園)を支払う。

　民間保育園等において、地域の子育て家庭に対する相談、助言
を行ったり、身近な地域の育児や子育てに関する情報を提供する
事業に対して事業委託料を支払う。

　地域の子育て家庭からの相談に応じたり、助言を与えるなどの情
報提供を行う業務を委託した。

　子育て相談
の件数

　子育て相談業務はこども園に
必須の機能であり、市から委託
する必要性は低い。

　委託料の支出は廃止するが、相談業
務そのものは継続する。

幼児教
育課


